
ＮＨＫアイテック多額不正事案調査報告書

平成２８年２月９日 

ＮＨＫ 総合リスク管理室・内部監査室・関連事業局 



本報告は、日本放送協会（以下「ＮＨＫ」という。）の子会社であ

るＮＨＫアイテック（以下「アイテック」という。）の社員２人が、

平成２１年から６年間に、架空の放送関連施設の工事や業務を実体

のない会社に発注するなどの手口で、合わせて約２億円を不正に取

得していた事案（以下「本件事案」という。）について、ＮＨＫの緊

急調査チームがアイテックの社内調査チームと連携しつつ行った調

査の結果をとりまとめたものである。 
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１．本件事案発覚の経緯 

 アイテックは、平成２７年１０月２６日から東京国税局の定期の税務調査

を受けていたところ、１１月１１日になって東京国税局は社員Ａ、Ｂの２人

に対し、㈱ケイネット（後述）との取引等についてヒアリングを始めた。 

 このため、アイテックが２人に事情を聞いたところ、ケイネットはＡが役

員を務める会社で、アイテックからケイネットに不正な金の流れがあること

がわかった。 

 ＮＨＫは、翌１２日に、その旨アイテックから報告を受け、２人にヒアリ

ングを行ったうえで、同月１６日、コンプライアンス担当理事が会長に報告

した。 

 翌１７日、会長の指示によりＮＨＫ執行部内に緊急調査チームを編成し調

査を開始した。 
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２．調査の目的等 

(１) 調査の目的、期間

 調査は事案の規模・内部統制上の問題点の重要性に鑑み、アイテック

の親法人であるＮＨＫが指導監督上の責任に基づき、事案の解明、発生

原因および長期に見過ごされた理由の究明、ならびに関係者の責任関係

を明らかにする目的で実施した。 

調査の実施期間：平成２７年１１月１７日～本報告時。 

(２) 調査の体制 

 ＮＨＫの緊急調査チームはアイテックと連携して調査を進め、総合リ

スク管理室の職員ほか、内部監査室、関連事業局、技術局、経理局等の

職員で編成し、調査開始時には１２人、その後逐次拡大し、現在５０人

の体制となっている。 

(３) 調査の対象と方法 

 本調査は、実体のない会社ケイネットが設立された平成２１年１０月

から、ケイネットを通じてＡ、Ｂに最後の振り込みがあった平成２７年

１０月までの６年間を対象期間とし、その間に、２人がケイネットを通

じて行った金の着服、およびこれに係るアイテックの内部体制を調査対

象として実施した。 

 この間のＡ、Ｂの行為について、Ａに対して１６回、Ｂに対して１４

回のヒアリングを行って事実関係を確認したり、２人の業務用メールな

ど５万１０００通余りをチェックして不正につながるやりとりを洗い出

したりした他、ケイネットや２人の個人口座の通帳などを任意提出させ

て金の流れを調べた。 

 また、２人がケイネット等に発注した合わせて５２３の物件に関する

発注書や請求書、それに作業記録などおよそ６万枚に及ぶ資料を分析し

て工事の実態を確認したり、取り引き先の関係者など１９人にヒアリン

グを行って、不正の手口などについて調べた。 

 さらに、上司１６人と取締役８人に対するヒアリングを行って、不正

が長年にわたって続いた理由などについて調べた。 
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３．アイテックの概要 

 アイテックは、送受信ネットワーク設備の整備・保守、放送受信環境の調

査、コンテンツ制作・送出システムの整備、建築・鉄塔設備の整備および建

築音響の調査、海外ＯＤＡ関連業務など、ＮＨＫをはじめ、国、自治体、民

放、ＣＡＴＶ等との取引で、放送・通信設備を中心にコンサルティングから

設計、施工、保守を事業内容としている。 

 アイテックは、昭和４４年に電気メーカー等の出資で設立された「全日本

テレビサービス㈱」が前身であり、その後、ＮＨＫからの出資、増資により、

平成２年に「株式会社ＮＨＫアイテック」と社名を変更し、ＮＨＫの子会社

となった。資本金は３億円であり、株主はＮＨＫが５０．３％の１億５１０

０万円を出資し、他はＮＨＫ子会社３社（ＮＥＰ、ＭＴ、ＮＢＣ）、電機メ

ーカー等１８社となっている。 

株主構成等、概要は以下のとおりである。 

株 主：ＮＨＫ 50.3% 

ＮＨＫ子会社（３社） 8.3% 

法人１７社（日立製作所、東芝、日本電気、ソニー等）  36.2% 

アイテック社員持株会 5.2% 

役 員：取締役 常勤８名、非常勤４名 

監査役：常勤１名、非常勤２名 

従業員：８０３名（平成２７年３月３１日現在） 

内訳）本社 ２３８名 、８支社・４９事業所 ５６５名 

（アイテック採用６４１名、ＮＨＫ出向者３２名、転籍者１３０名） 

（管理職５４２名、一般職２６１名、うちキャリア採用１９６名） 

売上高は以下のとおりである。 

平成２６年度決算：売上高３７１億２２００万円 うちＮＨＫ取引 ５２％ 

H22 H23 H24 H25 H26 H27(見込み) 計 

売上高(億円) 522 412 379 476 371 330 約 2490 

受注物件数(件) 22,087 20,087 28,427 31,376 30,096 30,000 約 162,073 
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４．本件事案の概要 

(１) 調査対象者 

社員Ａ ：４０歳 平成２６年採用 一般職 

現所属 ：東京本社 放送通信ネットワーク事業部システム技術部 

主な経歴：平成２０年１０月～東京の電気工事会社の社員として 

アイテック子会社で業務に従事 

平成２２年 ４月～アイテックの直接雇用スタッフ 

平成２６年 ４月～アイテックの契約社員 

平成２７年 ４月～アイテックの正社員 

社員Ｂ ：４５歳 平成３年採用 一般職 

現所属 ：千葉事業所 

主な経歴：平成１８年７月～東京本社 受信・ケーブル事業部 

平成２４年７月～東関東支店（現在の千葉事業所） 

(２) 東京本社での不正 

＜不正の始まり＞ 

 平成２０年１０月、Ａが東京の電気工事会社の社員としてアイテック

内で業務していた際にＢと同じ職場になった。 

 当時、Ａは雇用主の会社の給料の遅配や無配による生活の窮状をＢに

訴えていた。こうしたなか、ＢはＡに「自分で会社を作ったらどうか。

仕事を回す」とアドバイスし、Ａは平成２１年１０月６日に「株式会社

ケイネット」（千葉県松戸市）を設立した。 

 ＡはＢから代表者になるべきではないと助言され、知人を会社の代表

取締役とし、自分を取締役として法人登記を行った。 

 平成２１年１０月２６日、Ａは自分が取締役を務めるケイネットをア

イテック社内の業務支援システムに登録申請し、この時、審査も行われ

ないまま支払先の１つとして登録され不正行為の端緒となった。 
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＜架空発注とキックバックの推移＞（資料２） 

 Ａはケイネット設立直後は、ケイネットが受注した業務を自分で行っ

たり、業界で「１人親方」と言われる工事業者に安い費用で行わせたり

して役員報酬として不正な利益を得ていた。 

 また、Ａがアイテックの直接雇用のスタッフとなって以降、平成２２

年６月ごろからＢはケイネットに架空発注をして、その代金をアイテッ

クから支払わせ、Ａにキックバックを要求し、不正な利益を得ていた。 

 この時期、テレビの地上デジタル放送への切り替えによって、アナロ

グ放送の共聴施設が不要になり撤去する工事の受注が大幅に増えてきた

のに伴い、平成２２年１０月ごろからは、アイテックからケイネットへ

の発注・支払が増え、Ｂへのキックバックの額も大きくなっていった。 

＜東京での架空発注の手口＞ 

 Ｂは、テレビの地上デジタル化に伴う顧客からの受注業務の名目を用

いて、これを架空発注に悪用した。 

 業務名としては、デジタル放送が受信できることを確認する「デジタ

ル放送受信状況調査」や、世帯訪問して地上デジタル放送を見るのに必

要な対応を説明する「デジタル化サポート業務」などがあった。 

 これらの業務について、Ｂは実際の作業をケイネット以外の下請け会

社に口頭の指示などで行わせ、アイテックからは別の物件名で支払わせ

た。 

 アイテック社内では、当初の業務名目での支払いがないため、その業

務名目でケイネットに架空発注した。 

（事例１）業務実施の下請けに別名目で支払いケイネットに架空発注（資料３） 

物件コード 140128** 都内マンション地上デジタル放送対応サポート業務 

・平成２２年１２月 アイテックが本体契約額７８万円で受注 

・Ｂは注文書を起票せず下請けのＣ社に業務実施を指示 

・Ｃ社は平成２３年１月～２月にかけて業務を実施し２６万２５００円の支払  

 いをＢに求めた。 

・Ｂは都内の別の場所で行われたサポート業務（物件コード１４０１０６＊＊） 

 の名目でこのマンションの業務の支払いをＣ社に行う。 

・一方でこの業務はケイネットに架空発注、架空請求され、物件コード１４０ 

１２８＊＊として５０万円が支払われた。 
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(３) 千葉事業所での不正 

（ア）他社を介した架空発注 

 平成２４年７月、Ｂはアイテック東関東支店（現在の千葉事業所）に

異動した。当時の上司は支店と取引実績のないケイネットへの発注を認

めなかったため、その後１年近く、架空発注によるキックバックは途絶

えた。 

 Ｂは平成２５年１０月からは、アイテックからいったん電気通信工事

会社のＤ社（本社：神奈川県）に業務を発注し、Ｄ社からケイネットに

下請けに出すという方法で、再び架空発注やキックバックを行った。 

 Ｄ社を通じたケイネットへの支払いはＤ社への発注代金のおよそ７割

だったり、全額だったりした。 

＜千葉での架空発注の手口＞ 

 Ｂが架空発注に利用したのは、地上デジタル化による新たな難視地域

の対策事業で、Ｂは住民説明会の開催や、地域の組合から受注した共聴

施設の工事を実施するなどの業務を担当していた。 

 この共聴施設の設置工事の利益が大きいことに目を付け、Ｂは実際に

は工事が完了している業務を名目にしてケイネットに架空発注する方法

を多用した。 

（事例２）１つの物件で３回の架空発注を繰り返す。（資料４） 

物件コード 130189** 千葉県某地区テレビ共同受信施設設置工事 

・平成２６年３月 アイテックが本体契約額１７７０万円で受注 

・Ｅ社が下請けとなって工事は４月末までに完了し７５０万円が支払われた 

・Ｂはすでに工事が終わっているこの物件で７月にＤ社を通じてケイネットに 

 ２００万円の架空発注 

・次に１０月に追加工事の名目で１５０万円の架空発注 

・さらに、平成２７年３月にも追加工事として１２０万円を架空発注 

・Ｄ社では「Ｂ様サポート業務」として経理処理しケイネットに入金した 
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（イ）新たな難視対策の対応票をめぐる不正 （資料５） 

 

＜大量の対応票の未提出＞ 

 アイテックは国の補助金を前提として実施される「新たな難視対策」

のうち、対策が必要な世帯を個別訪問する業務を一般社団法人「デジタ

ル放送推進協会」（Ｄｐａ）から実施を委託されていた。 

 個別訪問の業務を行った場合には「個別訪問・ポスティング対応票」

という書類を提出することで委託費が支払われる。 

 しかし、アイテック水戸事業所では、新たな難視対策の担当者が訪問

業務の費用は支払われないと誤解していたため、この業務を発注した下

請けの３社に訪問時に対応票をもらうよう指示せず、また、業務も立て

込んでいたため対応票が大量に未提出の状態となっていた。 

 

 

＜対応票を偽造＞ 

 Ｂは当時、水戸事業所を支援する立場にあり、平成２６年１０月、こ

の事態を把握すると、水戸事業所に対し未提出の対応票を確認させリス

トにして千葉事業所に送らせた。 

 この訪問業務については、Ｄｐａの窓口をしていた「テレビ受信者支

援センター」（デジサポ）の発注内容がアイテックも共有しているデータ

ベースにあった。Ｂは千葉事業所の配下のスタッフらに指示して、リス

トとデータベースを照合しながら、対応票を発注内容に沿って作成させ

た。 

 対応票には「訪問確認印欄」があり、本来は訪問した世帯でここに印

鑑を押してもらったり署名してもらったりすることで完成する。しかし、

作成した対応票は空欄であるため、Ｂは千葉事業所で大量に保管してい

た印鑑を使ってスタッフに押印させて偽造した。また、印鑑がない名前

の場合はサインさせて対応票を偽造した。 

 

 

＜業務委託費の一部を着服＞ 

 Ｂは、千葉事業所の配下の者に指示し、平成２６年１２月から平成２

７年４月にかけて、３回にわたって対応票合わせて９４７枚を偽造し、

デジサポ関東甲信越に提出させた。 

 アイテックはデジサポの規定で支払いの対象とならなかったものなど

を除く８６０枚分の業務委託費４８００万円余りを受け取った。 
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 この委託費はアイテックが本来、業務を外注したＤ社と別の２社に支

払うべきものだったが、Ｂはすべての訪問業務をＤ社に外注したように

発注書を偽造してＤ社の担当者らに示し、それに沿った請求書を作成さ

せ、アイテックからの外注費３３００万円をＤ社にのみ支払わせた。 

 ＢはＤ社の担当者にメールで指示して、Ｄ社が受け取った約３３００

万円の中から４３２万円をケイネットに振り込ませ、このなかから２０

０万円のキックバックを得ていた。 

 

(４) 不正件数と不正取得額 

 ＡとＢが直接、間接にケイネットに対して行った発注件数は５２３件、不

正行為は平成２１年１０月から平成２７年１０月までの６年間に及んでい

る。 

 ケイネットが実体のない会社であることから、この５２３件はいずれも不

正な発注と認められる。 

 アイテックからケイネットに流れた金は２億６１０５万円（税込）で、こ

のうち実際の工事や業務に支払われた６３０３万円を除いた１億９８０２

万円が、２人の着服額と認定した。内訳はＡが１億５９６３万円、Ｂが３８

３９万円。 

 ２人の主たる手口は、前述のとおり下請け事業者に対する下請けの発注を

装って、その支払い代金を着服するものである。アイテックが、注文主から

受注した業務や工事に瑕疵があったという事実や、そうした注文主からの苦

情等は確認されなかった。 

 なお、アイテックはケイネットの口座やＡの個人口座に残されていた１億

１０００万円余りを平成２７年１２月に保全した。 

 

(５) 調査対象者の弁明 

 Ａは、ケイネット設立について「雇用主からの給料の遅配・無配による生

活困窮やアイテックの正社員ではないという立場から、自分の中で正当化し

ていた面があった」と話している。 

 また、正社員になった後については「ケイネットに多額の金が流れるよう

になり現実のようではないと感じながらも、自分で舵がとれなくなっていた」

と話している。 



9 

 

 「ケイネットの決算報告などを依頼していた税理士に対し、自分が自分の

会社に発注している事情を説明したところケイネットの清算を勧められた

が、うまくいかなかった」と話している。 

 １億円を超える預金残高があったことについてＡは「アイテックの金の着

服は金が欲しくて行ったことではない。よくないことだという思いがあった

ため、使わずにいた」と話している。 

 

 Ｂは不正行為を繰り返した動機について「Ａに会社設立をアドバイスした。

借金がふくらみどう返すかで頭がいっぱいになった。キックバックを要求す

るようになった」と話している。 

 また、「東京本社、千葉事業所のいずれでも担当業務が自分１人に任され

る状態であることが多かったため、外注費などの決定や発注も自分の判断だ

けで行うことができ、業務が立て込んでいたこともあって上司の厳しいチェ

ックが入ることはなかった」と話している。 
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５．ガバナンス体制の現状 

(１) 企業統治体制 

 アイテックは、監査役設置会社であり、執行役員制度を採用している。

取締役１２名のうち２名は社外取締役、２名はＮＨＫ管理職である。取

締役の任期は１年と定めている。監査役３名のうち１名は社外監査役、

１名はＮＨＫ管理職であり、任期は４年である。 

（ア）取締役会 

 取締役会の付議事項は定款および取締役会規則で定めており、法定事

項と会社経営に重要な影響を及ぼす事項につき決定する。平成２６年度

の取締役会開催実績は７回であり、平成２７年度は現在までに８回開催

している。 

（イ）監査役 

 監査役会は設置しておらず、３名の監査役による監査体制である。平

成２７年７月にそれまでの非常勤監査役２名に加え、常勤監査役１名を

選任し、同年９月に「監査役監査規程」および監査役監査方針・計画を

策定している。 

（ウ）会計監査人 

 新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けている。 

（エ）ＮＨＫによる指導・監督 

 ＮＨＫは全ての関連団体と「基本契約」を締結し、ＮＨＫが定めた「関

連団体運営基準」に基づき指導と監督を実施する体制をとっており、ア

イテックについても同様である。 

 

(２) 内部統制 

（ア）法令等遵守体制 

①平成２０年１１月に社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会を 

設置、それまでの専務取締役を委員長とする「コンプライアンス推進委

員会」から改組。 

②「ＮＨＫアイテックの経営理念」を平成１８年２月に制定し、経営の基

本理念、行動規範等を定めており、「リスクマネジメント活動計画」、「Ｎ

ＨＫグループ通報制度規程」等を制定している。 
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（イ）情報保存管理体制 

①平成１１年に取得した品質管理の認証ＩＳＯ９００１に準拠した「文書

管理規程」を整備している。 

（ウ）損失危機管理体制 

①建設業法、下請法等に関するリスク、作業事故リスク、企業秘密漏洩リ

スク等を主要リスクとし、対応マニュアルを整備している。 

②リスク管理統括責任者を社長とするリスク管理体制をとっている。 

（エ）職務執行効率性確保体制 

①職務分掌に関する諸規程を定めており、重要な意思決定は役員会および

取締役会で決定する体制である。 

②中期事業計画、年度事業計画を策定し、事業ごとの目標設定、業績把握

を行う体制としている。 

（オ）企業集団における内部統制 

①ＮＨＫの「関連団体運営基準」に基づくＮＨＫの指導・監督と各種の調

査を受ける体制である。 

（カ）監査役への報告、補助使用人の体制 

①監査役の補助使用人としてアイテック経営業務室の室員を指名してい

る。 

(３) 内部統制運用状況（平成２７年） 

（ア）全社レベルの内部統制 

 経営理念、行動規範などを記した冊子と携帯用カードの配付、四半期

ごとのリスクマネジメント委員会の開催、平成２７年７月の内部監査室

の設置、平成２７年１１月のコンプライアンス推進強化月間の設定、な

どにより内部統制を実施してきた。しかしながら、その運用においては

多くの不備があった。詳細は次ページ以降の「事案の発生を見逃した直

接原因と不正が長期に及んだ理由」に記載のとおり。 

（イ）業務プロセスの内部統制 

 個別業務の内部統制においては、ＩＳＯ９００１に準拠した各種の規

程類、業務手順書などを制定し、平成２４年４月からは業務支援システ

ム「ＥＲＩＥ」を導入して管理を行ってきた。業務プロセスの内部統制

の運用においても重要な不備が多数あった。詳細は同じく次ページ以降

の「事案の発生を見逃した直接原因と不正が長期に及んだ理由」に記載

のとおり。 
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６．事案の発生を見逃した直接原因と不正が長期に及んだ理由 

(１) 事案発生を見逃した直接原因 

 アイテックでは、ＩＳＯ９００１に準拠した「規程」や「手順書」を定め、

受注から外部支払いまでを管理する業務支援システム「ＥＲＩＥ」（平成２

４年４月まではＳＴＡＲⅡ）を導入していた。その業務フロー（ＥＲＩＥの

業務フロー資料６参照）で、管理職の承認が必要とされるのは、物件登録、

外注・発注、仕入計上、支払依頼の４つのプロセス（資料６の☆印）であり、

それぞれの承認前に、確認が必要な証ひょうについては、「品質規程」や各

種手順書で定めている。このうち、外注・発注と仕入計上のプロセスでは、

本来なら外注先から見積書や納品書などが提出されるため、架空案件である

か否かをチェックできる重要なポイントとなる。 

 本件事案５２３物件を確認したところ、ＥＲＩＥで承認をした管理職は、

大半のケースで、必要とされる証ひょうの内容や存在の有無を確認しないま

ま、承認行為をしていた。このため、ＡとＢは、架空案件の場合でも、容易

に外注先への発注や支払いの承認を得ていた。 

 ６年間の不正事案５２３物件で承認行為を行った上司は、退職者を含めて

３１人で、その中から現役１４人と、事情に詳しい上司２人を加えた１６人

から話を聞いた。 

 証ひょうの確認を怠った理由について、「Ａ、Ｂを信用していたため、口

頭報告のみで承認していた」「自分も現場を持っており多忙だったため、証

ひょうに目を通さなかった」「自分は当該社員の直接の上司ではなく、証ひ

ょうの確認は直接の上司が行ったものと思い、ただ承認行為だけを行った」

「業務プロセス統制が煩雑だった」などと話している。 

 以下、外注・発注と仕入計上の２つのプロセスでの証ひょうの確認状況に

ついて記す。 

 

（ア）外注・発注 

 この段階できちんと確認していれば、外注費が必要以上にかさんでい

ることに気づき、本件事案の発生を阻止できたか、早期に発見できた可

能性がある 

「工事（業務）管理手順書」では、工事（業務）担当者が作成すると定

めている「工事（業務）計画書」（資料６の①）は、本件事案の本社分
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ではほぼすべてで、千葉事業所分では６割で確認できなかった。「工事

（業務）計画書」は原価管理に必要な書類である。 

 また、「品質規程」と「経理事務手続き」で必要としている外注先か

らの見積書（資料６の②）は、本社分、千葉事業所分とも９割以上で確

認できなかった。管理職は原価管理を十分に行わず見積書もないまま、

発注を承認していたことになる。 

 承認をしたある管理職は「頭の中で、大体のところで赤字になってい

ないから大丈夫だと思い、発注を承認していた」と話している。仮に原

価管理が着実に行われていれば、追加の架空工事の発注依頼があった段

階で、外注費が必要以上にかさんでいることに気づき、本件事案の発生

を阻止できたか、早期に発見できたと考えられる。 

 

（イ）仕入計上 

 「工事（業務）管理手順書」では、「工事の進捗管理は週報、３日報、

日報または工程表への記載、工程チェックシート等で行う」と定めてい

る。しかし、本件事案では、本社分で９割以上、千葉事業所分で６割近

く、それぞれ工程の進捗管理を行ったことを示す証ひょう（資料６の③）

が確認できなかった。 

 また、「購買管理手順書」で外注先から納品時に受領することとして

いる「報告書」「検査成績書」「納品書」等（資料６の④）が、本社分、

千葉事業所分とも、全て確認できなかった。 

 本社のある管理職は「別の業者からは請求書と納品書が同時に送られ

てくる。ケイネットからは納品書が来なかったが、疑問には感じなかっ

た」と話している。また千葉事業所の管理職は「（作業が）終わったの

か、まだ終わっていないのかも十分に確認しないまま、承認していた」

と話している。 

 

 

 （事例１）前述（Ｐ５） 

物件コード 140128** 都内マンション地上デジタル放送対応サポート業務 

  業務実施の下請けに別名目で支払ケイネットに架空発注していた。 

 証ひょうを確認したところ、「工事（業務）計画書」「見積書」「工事日報」

「納品書」等を確認できなかった。 
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 （事例２）前述（Ｐ６） 

物件コード 130189** 千葉県某地区テレビ共同受信施設設置工事 

 実際に工事が行われた１物件で、架空の外注発注が３回行われた。架空発注

の証ひょうを確認したところ、ＥＲＩＥで発注を承認すると印刷される注文

書・注文請書（資料６の⑤）と請求書（資料６の⑥）だけで、「工事（業務）

計画書」「見積書」「工事日報」「納品書」等を確認できなかった。 

 

(２) 不正が長期に及んだ理由 

（ア）不正期間の監査や調査 

 アイテックでは次のように各種監査や調査が実施されてきたが、国税

局の税務調査で指摘されるまで、本件事案の発見には至らなかった。 

 

①監査法人による会計監査 

 アイテックの過去６年間の決算書には、会計監査人から「すべての重

要な点において適正に表示しているものと認める」と無限定適正意見が

表明されており、本件事案については何も触れられていない。 

 これについて会計監査を行った監査法人は「本件事案はサンプル対象

に抽出した取引に含まれていなかった」としている。 

 

②監査役監査 

 過去６年間の監査役監査報告書には、本件事案に関わる言及は見られ

ず、取締役の職務の執行については「法令・定款に違反する重大な事実

は認められない」との意見が表明されている。 

 

③自社の経理監査 

 アイテックでは、平成２１年度から毎年、経理監査を実施しており、

平成２４年度には、ＮＨＫの監査委員の助言を経て、経理監査規程を制

定していた。この経理監査では、受注管理、外注等調達管理、原価管理

については、たびたび問題点を指摘し、改善を求めていた。指摘事項と

して、本件事案の調査でも指摘をした見積書、工事日報、工事完了届等

が存在しないことも言及しており、平成２２年度からの３年間で、同様

の指摘がなされていた。しかし、改善が進んでいるとは言えなかった。 

 

 

 



15 

 

④ＩＳＯに基づく内部品質監査 

 ＩＳＯでは、毎年、内部品質監査が義務付けられており、Ａが所属す

る部門では、平成２５年度の監査では「購買先登録の確認ができない発

注先がある」という指摘を受けていた。また平成２６年度の監査では「受

注段階において、技術部から営業部への口頭報告は避け、記録を残すよ

う検討すべきである」という指摘もあった。しかし、指摘事項に対する

改善状況の報告を求めるなどのフォローアップは行われておらず、課題

を指摘するにとどまっていた。 

 

⑤ＮＨＫ内部監査室による調査 

 平成２７年８月、アイテック本社に対して関連団体調査が実施され、

「『手順書』では、購買先リストについて３年に１度見直し、更新する

ことと定めているが、３分の２にあたる購買先について更新が行われて

いない」「抽出した事案で、購買先リストに登録されないまま発注され

た外注先が２割程度に及ぶ」という指摘をした。しかし、本件事案は、

これら抽出事案に含まれていなかった。 

 

⑥関連団体ガバナンス調査委員会による調査 

 直近に不正事案が判明したＮＨＫ出版とその他のＮＨＫの子会社１

２社を対象に、緊急かつ網羅的に行われた。平成２４年度と２５年度の

２年間の外部支払いの中から、当時の不正事案と同種の事案がないかど

うか、支払金額や年間の支払回数、起票者の人数等の条件で絞り込んで

調査を行ったが、複数の社員の共謀による不正は想定になく、発見には

至らなかった。 

 

（イ）監査や調査に対する妨害行為 

 これら上記の監査や調査に際しては、その直前に証ひょうの不適切な

作成例があったことが判明した。 

 「ＮＨＫ内部監査室による調査」に際して、ケイネットについての調

査が行われることを危惧したＡは、ケイネットが購買先リストに登録さ

れていないことを隠ぺいする意図のもと、登録に必要な「購買先調査票」

を１年余りさかのぼった日付で作成し、２人の管理職もケイネットが購

買先リストに登録されておらず、Ａが調査前に「購買先調査票」を不適

切に作成したことを知りながら、「購買先調査票」を承認していた。これ

について２人の管理職は「調査の際に書類を整えた。本来あるべき書類

であり、ないのなら用意をするのは仕方がないと思った」「その段階で作
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るということであれば、それはそれでいいのかなと思った」と事実を認

めている。 

 また、本件事案の発覚の端緒となった国税局の調査に際して、千葉事

業所では、対象１３物件のうち９物件で、受命内容確認書・契約内容確

認書、工事（業務）計画書、検査報告書がなかったため、上司がＢに証

ひょうを整えるよう指示し、Ｂがさかのぼった日付で、これらを作成し

た。また上司は、上記の指示をしたメールを削除するようＢらに命じて

いた。 

 さらに、「ＩＳＯの内部品質監査は抜き打ちではないため、必要な証ひ

ょうは監査直前に作成していた。昔からそういうやり方だった」と話し、

本社の管理職も「監査等は、１週間ほど前に対象案件が通告されるので、

不足している資料を監査前に周りが作り始めるのを見ていた」と話して

いる。 

 このように、証ひょうの不適切な作成が広く社内で行われていた可能

性がうかがえる。 

 

(３) 本件事案を招いた理由 

（ア）低いコンプライアンス意識 

 新たな難視対策の対応票をめぐる事案では、千葉事業所に９００余り

の印鑑が保管され、その中から不正に使用されたが、千葉事業所の管理

職は「印鑑が多数あることは知っていた」「印鑑を使っていることは知っ

ていたが、お客に了解をもらっていると思った」などと話しており、他

人名義の印鑑を大量に保管していることに対する疑問の声は聞かれなか

った。また監査等の対応のため証ひょうを不適切に作成する行為が、本

社、千葉事業所ともにあったことなど、職場全体のコンプライアンス意

識が極めて低かったことがうかがえる。 

 

（イ）ルールの形骸化 

 ＡとＢ以外が担当した物件の上司の承認行為は適切になされているの

か、２４年度から３年間の外注物件で抽出調査（本社１５物件、千葉１

５物件）を行った。その結果、不正事案と同様に確認できない証ひょう

が多く、必須である証ひょうがすべて揃っていたのは１物件にすぎなか

った。 
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（ウ）システム設計の不備 

①規程上の承認権限とＥＲＩＥの不一致 

 アイテックの「組織規程」によると、受注契約は７つの金額区分、調

達契約は４つの金額区分をそれぞれ設定し、承認権限者の職位を定めて

いる。一方、ＥＲＩＥは１０００万円未満と以上の２つの区分しかない

ため、場合によっては承認権限のない職位の管理職も、ＥＲＩＥで承認

行為を行えることになってしまう。 

 またＥＲＩＥでの承認権限者は、申請者の直接の上司だけでなく職場

の管理職全員に及び、しかも申請者が画面上で承認者を指名することが

できるようになっている。このため、業務の内容を把握していない管理

職が安易に承認行為を行うことが日常化していた。 

 

②購買先リスト未登録でも支払先登録が可能 

 アイテックの「購買管理手順書」では、購買先リストに登録されてい

る購買先から購入すると定めており、新規購買先の評価・登録について

は、担当者が「購買先調査票」を作成した上で、技術部長または支店長、

事業所長が企業情報を確認して評価を実施し、部門長が購買先リストへ

の登録の可否を決定することとなっている。しかし、こうした手順とは

別に、担当者がシステム上で新規購買先を入力すると、本社で重複がな

いかどうかをチェックしただけで、支払先として登録されることになっ

ている。購買先リストに未登録のケイネットに支払いが行われたのは、

このためである。 

 

③ＥＲＩＥ承認と証ひょう確認の分離 

 ＥＲＩＥの承認行為は、管理職が必要な証ひょうを確認した上で行う

こととなっていたが、実際は確認しなくてもシステムで承認をすれば、

次の段階に進むことができた。また証ひょうは現場保管となっており、

承認者が必要な証ひょうを確認したかどうかを第３者がチェックする

仕組みにはなっていなかった。経理には請求書と支払予定表だけが回る

ようになっており、経理部門が見積書や納品書などをチェックする制度

とはなっていなかった。 

 

④証ひょうの取り扱い上の不備 

 本件事案の発生部署では、見積書、納品書等の証ひょうを物件ごとに

管理するのではなく、証ひょうの種類ごとに保管しており、監査などの
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際に、それぞれの保管場所から証ひょうを持ち出して、１つの物件ファ

イルを作成していた。 

 こうした保管方法は、証ひょうの紛失につながりやすいだけでなく、

事後的に改ざんしたり不適切に作成した証ひょうを差し込んだりする

ことが可能である。証ひょうは物件ごとに作成し、完成した証ひょうは

製本するなど、変造予防措置が求められる。 

 

 

⑤実情に合わない業務プロセス 

・ＩＳＯ９００１の認証では、従業員数の少ない支店、事業所、分室は

対象外となっているが、アイテックでは認証に準拠する各種「手順書」

を全社共通のルールとしていた。例えば受注段階では、営業と技術の担

当者が確認をすることで、相互けん制の役割が期待されるが、そもそも

営業担当者がいない千葉事業所では、本来営業が担当すべき業務も、す

べて一人の技術の担当者が受け持つなど、ルールにそぐわない運用が恒

常的に行われていた。また少額の業務についても、大きなプロジェクト

とほぼ同等の手続きが求められており、費用対効果の面からも疑問に感

じられる。千葉事業所の管理職は「ＩＳＯの手順は機能していなかった

かもしれない。業務量が多くて対応できなかった」と話すなど、煩雑な

ルールに現場が対応できなかった状況がうかがえる。  

 

・複数の管理職は「地上デジタル対応で業務量が急増し、自分たちも現

場を持ちながら管理業務にあたっていた。このためチェックがおろそか

になってしまった」と話しており、現場の体制が業務量の増加に見合っ

ていなかった可能性がある。 

 またアイテックの現場では、下請け会社の社員等がアイテックに出向

いて業務に従事するなど、指揮命令系統が明確になっていなかった可能

性もある。「アイテックは個人商店の寄せ集めであると言われてきた」

「部下の業務内容を十分に把握していなかった」と話す管理職もいる。 

 

⑥内部監査の課題 

 アイテックで毎年、実施している経理監査では、平成２４年度からは

被監査部門に改善報告書の提出を求め、ＰＤＣＡサイクルに則った継続

性のある監査に取り組むことが示されており、経理監査部門は「指摘事

項はあるものの全社的には改善されてきている」との認識を示していた。

しかし、平成２６年度の経理監査においても、「契約内容確認手順書」
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で作成を求めている「受命内容確認書」の未作成や、「受命内容確認書

に権限を伴う承認印がない」「原価管理表に承認者の押印がない」「５０

００万円以上の事業部長の権限の受命契約書・契約伺に承認印なし、代

理印のみの物件が確認された」など、承認権限者による承認や証ひょう

の作成・保存について、全社的な改善には至っていないことがうかがえ

る。 

 

(４) 上司の責任 

 本件事案を承認した管理職は、いずれも社内規程等で求めている証ひ

ょうを十分に確認しないまま発注や支払いを認めており、不正が６年も

の長きにわたって続いた原因を招いた責任は大きい。 

 また監査や調査に際して、証ひょうの不適切な作成を指示したり、容

認したりした管理職については、隠ぺい工作に加担したとのそしりを免

れることができず、より重大な責任を負っている。 

(５) 取締役の対応 

 ８名の常勤取締役（以下「取締役」という）から、内部統制の構築及

び運用状況に関する職務執行が適正であったかを明らかにするため、規

程類の調査及びヒアリングを行った。 

 

(ア)適正経理に関する内部統制の状況 

 本件の発生及び長期化との関係で最も機能すべき内部統制は、適正経

理に関する統制の構築及び実施である。 

アイテックでは、組織規程（役職に応じて承認権者を設定）、ＩＳＯ９

００１に準拠した品質規程（購買先管理手順書を含む）が整備され、ま

た、年１回の経理監査が行われていた。 

取締役は、構築した内部統制が実施されているかを把握し、検証し、不

備があれば改善を指示する責任を負っていた。 

 

(イ)規程上の承認権限とシステムの不一致 

 前述のとおり、組織規程や品質規程による統制とＥＲＩＥの仕様には

不一致があり、ＥＲＩＥで上司が「承認」を行えば、これらの規程によ

る統制が効かずに、外部への支払いが可能であった。 

この点に関する取締役の認識については、情報システム担当の取締役は

これを知っていたが、財務担当の取締役は知らなかった。そのほかの取
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締役の認識はそれぞれ半数程度に分かれた。不一致を知っていた取締役

のなかには、「ＥＲＩＥ導入以前のＳＴＡＲⅡシステムにおいても同様

であったため、改めて対策の必要を感じなかった」と話す者がいた。 

規程に基づく統制が効かないリスクを抱えているのであるから、財務担

当取締役として経理に関わる内部統制を構築・実施する責任を負ってい

るのであるから、このような不一致を当然認識しておくべきであった。 

 また、情報システム担当取締役は知っていたのであるから、システム

との不一致の結果生じるリスクへの対応に備える責任を有していると

言え、その認識を財務担当取締役、総務・コンプライアンス担当の取締

役と共有し、適切な措置を取るべきであった。しかし、これを行ってい

ない。 

 そのほか、この不一致を知っていた取締役についても、全社にわたる

内部統制の構築・実施に関して責任を負っているのであるから、リスク

として把握し、取締役間で共有することを試みるように努めるべきであ

った。しかし、「以前のシステムも同じであった」ことを理由に漫然と

放置していた。リスクを感知する意識が低かった。 

 

(ウ)品質規程（購買先管理手順書）に基づく登録とシステムとのリンク 

 

① 本件で際立っているのは、ペーパーカンパニーへの架空発注が６年 

 間にわたり続けられたという点である。「実体のない会社との実体の 

ない取引」に対しては、品質規程（購買先管理手順書）に基づく購買

先調査・登録・更新を規程どおり実施していれば防ぐことができたと

考えられる。したがって、規程や手順としては、架空取引を防止する

仕組みが構築されていたといえる。 

 しかし、前述のとおり、ＥＲＩＥは品質規程に基づく購買先調査・

登録とはリンクしておらず、ＥＲＩＥ上で支払い先として登録すれば、

会社から外部へ支払うことが可能となっていた。この点に関する取締

役の認識を問うと、半数程度の取締役はこれを知っていた。情報シス

テム担当取締役はこれを知っていたが、規程の承認権限の不一致の問

題と同様、財務、総務・コンプライアンス担当の取締役らとリスクと

して認識が共有され、全社にわたる不正経理のリスクとして把握され

ることはなかった。 

 そのほかの取締役においても、組織規程の場合と同様、リスクとし 

て感知され、共有されることはなかった。 
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② また、購買先に関する調査は「購買先リスト」として最終的に財務

において維持管理されることが品質規程に定められている。財務にお

いては、これを維持管理しているのであるから、ＥＲＩＥで支払い先

として登録されている法人等とこれを照合して、購買先調査を経てい

ない相手先への支払いを防ぐことができる環境にあった。 

 しかし、このような照合が行われることはなかった。財務担当取締

役は、「購買先調査票はＩＳＯの仕組みであり、財務ではなく、安全

品質の所管だった」と話していた。 

 なお、購買先リストは３年毎に更新する手順となっていたが、これ

も行われていなかった。これについて、複数の取締役が更新が行われ

ていないことを気付いていたと話した。しかし、その状況についてア

ラームを発しＩＳＯを所管する取締役との間で対応について話した

という者はなかった。 

③ 購買先調査・登録が完了しなくてもＥＲＩＥの支払い請求が承認さ

れてしまう仕組みは、長期に亘る架空発注を招いたさまざまな理由の

なかでも大きな要因の一つである。このような内部統制上の不備につ

き、経理不正を招くリスクとして感知して早急に適切な対応を取るべ

きであるが、気づいていた取締役らにおいて適切な措置が取られるこ

とがなかった。 

  既製品の業務支援システムをカスタマイズしたためにアイテック

の規程とは諸々の不一致が生じたとしても、それが規程等に基づく自

社の内部統制の抜け穴として働き、リスクとならないかについて注意

を払い、必要な対策を講じるべきであった。 

 しかし、そのことについて責務を負うべき情報システム、財務、総

務・コンプライアンス担当が特にリスクとして把握することもなく、

対策を取らなった不作為は本件を招いたこととの関係で責任が大き

い。その他気づいていた取締役においても、全社にわたる内部統制上

のリスクとして感知し、リスクとして把握し、取締役間で共有するこ

とを試みるように努めるべきであった。しかし、漫然と放置され、リ

スクを感知する意識が低かった。 

 

(エ)経理監査 

 経理監査は、内部統制のサイクルにおいて極めて重要な役割を負っ

ている。アイテックの経理監査は毎年実施され、その結果は役員会に

報告されていた。 
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 平成２１年度以降の報告書を通覧すると、同種の指摘が毎年繰り返

し行われていたことが分かる。納品書等の証ひょうが存在しないこと、

承認印が押印されていないことなどが繰り返し指摘されていた。つま

り、証ひょう類の確認という基本的な業務プロセスが十分に行われて

おらず、現場の経理手続きがずさんであり、また、全社にわたって見

れば改善が進んでいない状態であったと認識すべきであったと考え

られる。 

 しかし、財務担当取締役は、「被監査部門からは改善報告をもらっ

ていたので、少しずつ良くなっていると思っていた」と話し、全社に

わたるリスクとして感知することは全くなかった。 

 その他の取締役については、就任時期にもよるが、同種の指摘が毎

年経理監査実施報告をあがっていること、また、証ひょうの確認等と

いう基本的な業務プロセスが行われていない実態が明らかになって

いることからすれば、リスクに鋭敏になって、所管する部門の監査指

摘事項に取り組むというだけでなく、全社にわたる取組みの必要性を

感じるべきであった。 

 

(オ)小括 

 以上のとおり、現場の実態をよく知らない取締役、また、当然知っ

ておくべきことを知らない担当取締役、さらには不備に気づいてもリ

スクとして感知しない取締役、多少気づいても、取締役間でリスクを

共有したりすることがなく、根本的な解決策を取ろうとしない実態が

あった。 

 取締役のなかには、「仕事を前へ進めることに意識が行っていた」、

「見ていたのは赤字かどうかであった。赤字の物件についてはしっか

りみていたが、赤字が出ていないとそうでもなかった」などと話す者

がいた。売上げや利益を上げることに取締役の意識の大半が向けられ

ていた。一方で、自社の内部統制を進めることでリスクマネジメン

ト・コンプライアンスを徹底しようとする意識が低く、そのことがリ

スクへの感度を弱め、一旦構築された内部統制を型どおり実施するこ

とに終始する態度につながったと思われる。また、情報システム、財

務、総務コンプライアンスの連携不足など、取締役間で連携する意識

にも乏しく、問題点があっても全社にわたる対策の必要を感じ、取組

みを発展させていくこともなく、怠慢があった。このことは、全てで

はないにしても役員会で報告された内容があることを踏まえると、責

任の濃淡はあるが、上記以外の取締役についても怠慢があったと指摘
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することができる。不正行為が継続していたことを考えると、現在の

取締役に限らず、この間の取締役についても責任があったと考える。 
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７．まとめ 

 

 本件事案は６年間にわたって合わせて約２億円にものぼる多額の着服が

行われていた重大なものであり、ＮＨＫとアイテックのみならず、ＮＨＫグ

ループ全体の信用を著しく損ねる事態を生んだ。 

 本調査からは、単に事案自体の重大さ・深刻さだけでなく、規程では必須

となっている各種証ひょうが提出されず、管理職もそれらを確認しないまま

に承認行為を行うというルールの形骸化やシステム上の承認権限が規程と

異なっていたり、購買先リストに登録されていない外注先が支払先として登

録されていたりするなど、システム設計の不備などが判明した。さらに、現

場実態に合わない全国一律の業務プロセスが設定されるなど、管理体制の多

くの場面に多数の深刻な問題があることが浮き彫りとなった。 

 

 そもそも本件事案は、ケイネットという実体のない会社が何の審査も受け

ないまま、アイテックの支払先に登録されてしまったことが発端となった。

直接の原因はシステムの不備によるものだが、Ａ、Ｂがケイネットへの発注

を申請した際に購買先リストに登録されているかどうかをチェックする管

理職が１人でもいれば、不正な発注を未然に防ぐことができただけに、承認

行為を行った管理職の責任は重いものがある。また、財務部門においても、

支払い請求が回送された段階で、購買先リストと照合していれば、社内規程

に違反した取引が行われたことを把握できた筈である。本件事案の発生を防

ぐことができたチェックポイントはいくつもあったが、そのいずれもが有効

に機能しておらず、結果として外部の指摘を受けるまで、６年間に及ぶ不正

を許す結果となった。 

 こうした購買先リストに未登録の外注先への発注は、本件事案以外にも散

見されている。また、本件事案はもちろん、Ａ、Ｂ以外が担当した物件の承

認過程においても、社内規程で必要とされた証ひょうが確認できないケース

が多数判明した。さらに、千葉事業所において、９００余りの他人名義の印

鑑が保管されていたことを多くの管理職が知りながら、現状を正そうという

行動は見られなかった。本件事案の背景としては、アイテック全体のコンプ

ライアンス意識がきわめて低く、ルールを逸脱した行為に罪悪感を持たなか

ったり、管理職が部下の行為を確認しなかったりという、弛緩した企業風土

が醸成されてしまっていたことがあげられる。 

 アイテックでは、本件事案の判明に先立ち、平成２７年４月に金銭に関す

る不祥事で処分者を出し、再発防止を求められたが、わずか４カ月後のＮＨ
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Ｋの調査で、再発防止策の不徹底を指摘されるなど、対応は十分ではなかっ

た。平成２６年度には、関連団体のガバナンス向上を目指すプロジェクトか

ら「ＮＨＫの子会社には一部上場の大企業なみ、あるいはそれ以上のコンプ

ライアンスやリスクマネジメントの徹底が求められる」として、ガバナンス

や内部統制の強化に全社をあげて取り組むよう指導を受けていた。改善を図

る機会は十分にあったと言わざるを得ない。 

 

 こうした全体状況を考えれば、税務調査で発覚するまで効果的な改善策が

とられず、今回の深刻な事態を招いた責任は、調査対象者や各職場の管理職

だけにとどまるものではない。従業員の先頭に立ってコンプライアンスやリ

スクマネジメントに取り組むべき、この間のアイテック経営陣の責任は重い。 

 

 アイテックの経営陣に対しては、その責任の所在を自ら明確にしたうえで、

今度こそこうしたことが起きないよう、関係者を厳正に処分するとともに、

本報告が指摘した欠陥を是正すべく業務の見直しやコンプライアンス教

育・研修を通じた改革に、全社をあげて取り組むべきである。また、本件事

案については、被害額が多額で犯罪にもあたると思われることから、警察へ

の告訴・告発を検討する。ＮＨＫとしても、他に同種の事案がないかどうか

引き続き徹底した調査を継続し、必要な対応を講じていく。 

 

 親法人であるＮＨＫは、放送法の規定に基づく内部統制関係議決および関

連団体運営基準により、子会社を指導監督する責任を負っている。長年にわ

たって事態を把握できなかったのは、子会社のコンプライアンス体制に対す

る指導監督が以前から不十分であったからだと言わざるを得ない。このこと

を厳粛に受け止め、指導監督体制の強化を早急に図るとともに、アイテック

については、その業務をゼロベースで精査し、廃止・統合も視野に、会社組

織の在り方を見直していく。これにより、ＮＨＫグループが一丸となって、

失われた視聴者・国民の信頼の一日も早い回復に努めていく。 

 

 

以 上 

 



 

 

 


